
和道流空手道連盟北海道本部規約　　　　　《Ｐ－１》 

 

　　　　　　　　　　　第　１　章　　総　　規 

 

第１条 　この会は、和道流空手道連盟北海道地区協議会（以下「連盟道本部」という。）と 

　　　　　称する。 

第２条 　連盟道本部の本部及び事務局は議長（以下「本部長」という。）が常任理事会の承認を

経てこれを定める。 

第３条 　連盟道本部は、本部長が必要と認めた場合、理事会の議を経て各地区連絡協議会を置く

ことができる。 

　　　　　　　　　　　　第　２　章　　目的及び事業 

第４条 　連盟道本部は、和道流空手道連盟総本部に属し、和道流空手道の練磨研鑚を通じて心身

の鍛錬を図り、人格を陶治し社会文化の発展と国際親善に寄与することを目的とし、財団

法人全日本空手道連盟に協力し、空手道の振興を図るものとする。 

第５条　　連盟道本部は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

　　（１）空手道の錬成及び普及振興 

（２）審査会等の開催 

　　（３）指導体制、審判体制の確立 

　　（４）全道、全国及び国際大会の開催 

　　（５）各種大会への参加 

　　（６）刊行物の発行 

　　（７）その他前条の目的を達成するために必要な事業 

　　　　　　　　　　　　第　３　章　　会員及び組織 

第６条　　連盟道本部の会員は、正会員、賛助会員、名誉会員による。 

（１）正会員は、所属支部員（学校・道場）又は常任理事会において個人会員として承認され、 

入会手続後３ケ月以上経過した者 

　　（２）賛助会員は、空手道の愛好者で本連盟の発展に協力寄与した者の内、理事会の推薦を経

て本部長が承認した者 

（３）名誉会員は、本連盟の会員で空手道の発展に著しく寄与し、常に本連盟のため尽力した　　　 

　　者で、理事会の推薦を経て本部長が承認した者 

第７条　　連盟道本部は、総本部規則第４章第１３条第４項により連盟道本部及び分会のもとに支

部（学校、職場、道場等を含む。）を設置することができる。 

　　２　支部の設置は、連盟道本部を経由して申請を総本部常任理事会の議決を経て会長が認可す

る。 

　　３　分会の設置は、所属支部を経由して申請し常任理事会の議決を経て本部長が認可する。 

　　４　認可された支部には、会長、分会にあっては、本部長が認可証を発する。 

　　５　個人会員は、個人が申請し、常任理事会の承認を経て本部長が認可した者とする。 

第８条　　連盟道本部は、和道流空手道宗家を会長及び最高師範とし、連盟道本部創立の原点に立

ち宗家を中心に総本部規則に定める規定に基づいて運営されるものとする。 

　　　　　　　　　　　　第　４　章　　役　員　構　成　 

第９条　　連盟道本部に、次の役員を置き、任期を２年とする。　但し、補充再任を妨げない。 

　　（１）本　部　長　　　　　１　名　　　　　（２）副本部長　　　　若干名 

　　（３）顧　　　問　　　　　若干名　　　　　（４）常任相談役　　　若干名 



　《Ｐ－２》 

（５）相談役　　　　　若干名　　　　　　　　（６）参　　　与　　　　　若干名　　　　 

（７）監　　　事　　　２　名　　　　　　　　（８）理　事　長　　　　　１　名　　　 

（９）副理事長　　　　若干名　　　　　　　　（10）理　　　事　　　　　若干名 

　　（11）事務局長　　　　１　名　　　　　　　　（12）事務局次長　　　　　若干名 

　　（13）常任理事　　　　若干名　　　　　　　　（14）技術審議委員　　　　若干名 

（15）団体対策委員　　若干名　　　　　　　　（16）統制委員　　　　　　若干名 

　２　本部長は、理事会（総会）において互選する。 

　３　副本部長は、理事会（総会）の推薦を経て本部長が任命する。 

　４　顧問は、各界の有識者より、常任相談役、相談役及び参与は、本連盟に貢献著しい者よりそ

れぞれ理事会が推薦し、本部長がこれを委嘱する。 

　５　理事長、副理事長は、理事会（総会）の推薦を経て本部長が任命する。 

　６　常任理事、理事の選出規定は、別に定める。 

　７　事務局長、事務局次長は、理事の中から本部長が推薦し、理事会において承認をえる。 

　８　監事は、理事会の推薦により本部長が任命する。 

　９　技術審議委員は、最高師範の承認を経て本部長が任命する。 

　10　技術審議委員長は、技術審議委員の中から本部長が任命する。 

　11　団体対策委員及び統制委員並びに個々の委員長は、常任理事会の推薦に基づき本部長の同意 

　　　を得て理事長が任命する。 

　　　　　　　　　　　　第　５　章　　役　員　任　務　等　　 

第10条　　本部長は、本連盟の事業を総理し、連盟道本部を代表する。 

　　　２　副本部長は、本部長を補佐し、本部長が事故ある時は、その業務を代行する。　 

第11条　　顧問、相談役及び参与は、重要案件につき本部長及び理事会に対し、諮問に応ずる他、 

　　　　　意見を述べることができる。 

第12条　　理事長は、本連盟の常務を総括し、本部長から委任された事項について代行することが 

　　　　　できる。 

第13条　　副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故ある時はその業務を代行する。 

第14条　　常任理事は、常任理事会の審議に参加し、常務を執行する。 

第15条　　理事は、理事会を組織して、この規則の定める所に従って業務を行う。 

第16条　　監事は、毎年１回定期的に連盟道本部の事業及び会計を監査し、理事会で報告する。 

第17条　　事務局長は、本部長の命を受け、事務局全般及び会計の管理事務を執行する。 

　　　２　事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長が事故ある時は、その業務を代行する。 

第18条　　技術審議委員は、技術審議委員会を構成し、本部長の同意を得て技術業務の推進を図る。 

　　　２　技術審議委員は、常任理事会及び理事会に出席し、技術業務について意見を述べること

ができる。但し、採決には加わらない。 

　　　３　技術審議委員会の運営規則は、本部長が別に定める。 

第19条　　連盟道本部に次の委員会を置く。 

（１）財団法人全日本空手道連盟対策委員会 

（２）全日本学生空手道連盟対策委員会 

（３）全日本空手道高等学校空手道連盟対策委員会 

（４）統制委員会 

　　　２　前項の委員会は、常任理事会にその常務内容を提出し審議に応ずる。 

　　　　　　　　　　　　第　６　章　　会　　　議 

第20条　　本連盟の会議は、理事会（総会）常任理事会、統制委員会、技術審議委員会及び専門　　 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《Ｐ－３》 

部委員会とする。 

　　　２　会議は構成員の２分１以上を以て成立し、議決は出席者の過半数をもって決する。 

　　　３　委任状による出席は認める。但し、議決権は有さない。 

第21条　　理事会は、年１回定期的に開催するほか理事長が必要と認めた時、理事長が本部長の 

　　　　　同意を得て臨時に招集することができる。 

　　　２　理事会は、総会と兼ねることができる。 

　　　３　理事会は、連盟道本部の執行方針を決定し、運営の責に任ずる。 

　　　４　理事会は、常務に関し、常任理事会に委任するこができる。 

第22条　　常任理事会は、本部長、副本部長、理事長、副理事長、常任理事、事務局長 

　　　　　事務局次長を以て構成し、理事長を議長とする。 

　　　２　常任理事会は、本部長若しくは理事長が必要と認めた時に開催する。 

　　　３　常任理事は、理事会の決定方針に基づき、常務を執行する。 

第23条　　技術審議委員会は、本部長、副本部長、理事長、副理事長、技術審議委員をもって 

　　　　　構成し、技術審議委員長を議長とする。 

　　　２　技術審議委員会は、委員長が必要と認めた時に本部長の同意を得て開催する。 

　　　３　技術審議委員会は、技術指導員、指導員、審判員を選出し、本部長がこれを委嘱する。 

　　　４　技術審議委員会は、和道流空手道の技術の向上を図り、全体の技術業務を総括する。 

　　　５　技術審議委員会は、本部長より委嘱された審査会を実施する。 

　　　６　各委員の選考規定は、別に定める。 

　　　　　　　　　　　第　７　章　　入会及び退会 

第24条　　連盟道本部に入会しようとする者は、支部（個人の場合は事務局長）を通して会員登録 

　　　　申請書に所定の金額を添えて連盟道本部を通して総本部に登録をしなければならない。 

　　　　　登録手続き完了次第、総本部により会員証（登録証）を交付する。 

第25条　連盟道本部を退会しようとする者は、支部（個人の場合は事務局長）を通して所定の退会 

　　　　届を連盟道本部に提出しなければならない。 

　　　　　なお、退会した者は、会員としての一切の権利を失う。 

　　　　　　　　　　　第　８　章　　　称号技術資格等 

第26条　　称号技術資格については、和道流空手道連盟称号・資格授与規定の定めるところによる。 

　　　２　連盟道本部の指導員は満３０歳以上で修行年限１０年以上３段以上の者で、本部長が 

　　　　　適当と認めた者に与えることができる。 

　　　３　原則として、支部長は３段（分会長含む）以上の者とし、実活動１年以上原則として 

　　　　　会員１０名以上の組織を支部と認定し、それ以下は分会として認定する。 

第27条　　表　彰 

　　　２　連盟道本部に多大な功績のあった者に対し、『理事会の』推薦に基づき、本部長（会長）　 

　　　　名を以て表彰及び副賞を贈ることができる。 

第28条　　罰　則 

　　　２　総本部の名誉を傷つけ、或いは連盟道本部の利益に反した言動のあった者に対しては、 

　　　　統制委員会の諮問を経て理事会の決議に基づき本部長（最高師範）名に以て破門、除名、 

　　　　除籍し、その旨を関係先に通報することができる。 

　　　　　なお、破門、除名、除籍を受けた者は、会員たるを象徴する一切のものを剥奪する。 

第　９　章　　審査会　（総本部規約第８章に基づく） 

第29条　　連盟道本部の昇段審査会は春秋２回の定期昇段審査会を行うが、本部長が必要と認めた 

　　　　ときは、中止又は臨時に行うことができる。 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《P―４》 

 

　　２　連盟道本部の行う審査会は五段迄（地区又は本部長指定の支部は参段迄）とし、本部長 

　　　（最高師範）の指名する技術審議委員が出席し、審査委員として実施する。但し、技術審議 

　　　　委員の出席が不可能な場合は、本部長が別に指名した者を審査委員とする。 

（１）地区又は支部における審査会は技術審議委員１名（技術審議員補の場合は２名）及び本部

長が指名する指導員、技術指導員のいずれか３名以上が出席しなれれば段位の認定はでき

ない。 

（２）連盟道本部が行う参段以上の審査会における技術審議委員は、認定段位の参段位を越える 

上位にある者とする。但し、本部長が特に必要あると認めた場合は、この限りでない。 

（３）初段の審査は、技術審議委員の出席を略することができる。 

（４）本部長は、級の認定を地区又は支部（指導員がいない支部、分会、大学、高校を除く。）

に委任することができる。 

（５）地区又は支部等が行う級及び段位審査会に他の地区及び支部等の会員が受審する場合は、 

その会員の所属する団体の長の同意書を持参して受審するものとする。 

（６）道本部が行う昇段審査会に受審しようとする者は、その者の所属しる支部（分会含む）を 

経由して申請するものとする。 

　（７）（４）項及び（５）項による審査の結果は、それぞれの支部等に通知するものとする。 

 

　　　　３　六段以上は、総本部道場又は定められた場所で、最高師範又は最高師範代行出席の下

に指名された技術審議委員の出席で実施する。 

　　　　４　昇段合格申請には、本部長（最高師範）任命の審査員の署名捺印を要する。 

　　　　５　特別昇段は、別に定める。（以下の事項については総本部令に基づく。） 

　　　　６　昇段合格者に対し、宗家名をもって免状を授与する。 

　　　　７　昇段受審資格は、別に定める。 

　　　　８　審査料、昇段料、登録料は、別に定める。 

　　　　９　特別昇段料は、別に定める。 

　　　10　技術指導員、指導員の認定料は、別に定める。 

　11　級の認定は本部長及び支部長名による免状の授与をもって認定する。 

　12　審査料及び昇段料（免状交付含む。）は別に定める。 

　　　　　　　　　　　　　第　１０　章　　　会　　　計 

第30条　　連盟道本部の収入は、次のものをもって充てる。　 

　　　１　　入会登録料 

　　　　２　　会　　　費 

　　　　３　　審　査　料 

　　　　４　　段位登録料 

　　　　５　　寄　付　金 

　　　　６　　その他の収入 

第31条　　会　費 

　　　　　　支部又は個人会員は毎年度会費（総本部会費等を含む。）を連盟道本部へ納入しなけれ

ばならない。 

　　　　２　支部又は分会の加盟金及び個人会費の額は、別に定める。 

第32条　　会計年度 

　　　　　　連盟道本部の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終える。 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《Ｐ－５》 

　　　　　　　　　　　　　　第　１１　章　　専決処分 

第33条　　本部長は、特に緊急を要する場合に限り、常任理事会及び理事会（本条において「総会」 

　　　　　という。）を招集するいとまがないと認めたときは、その議決すべき事項について、これ 

　　　　　を専決処分することができる。 

　　　２　本部長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の理事会において報告し、 

　　　　　その承認を得なければならない。 

 

第１２章　表彰目的及び種類 

第34条　　当本部は、第27条第２項に基づき和道流空手道連盟北海道本部に所属し北海道本部に

おける空手道の振興発展に多大なる尽力又は広く社会教育の興隆に寄与されたその功労、

功績顕著な者を表彰することにより、当本部の振興を促進することを目的とする。 

第35条　　表彰は役員及び選手に功労表彰、功績表彰、感謝状等とする。 

　　　２　表彰の選考及び授与には、「和道流空手道連盟北海道本部表彰規程」とし、別記に表彰 

　　　　規程を定め、これにより選考し授与する。 

 

第１３章　　雑　　則　　 

第36条　　この規約は、本部長の承認を得て理事会（総会）において３分２以上の議決をもって改

正できる。 

第37条　　この規約に定めない事項は、本部長が別に定める。 

 

　　　　　　　　　附　　　　則 

　　　１　この規約は、昭和５７年４月３日から施行し、昭和５６年１１月1５日から適用する。 

 

２　この規約は、平成　８年　４月　１日から施行する。（条文整理改正） 

 

　　　３　この規約は、平成１０年　４月　１日から施行する。（第２６条第２項改正） 

 

　　　４　この規約は、平成２０年　４月１３日から施行する。（第９条、第11条改正） 

　　　 

　　　５　この規約は一部加入し、平成２６年　４月　１日から施行する。 

　　　　第12章に表彰目的及び種類に、第34条第35条に条文を加える。第12章の雑則を第13

章に移記し、第34条、第35条を第36条、第37条に訂正。（但し、従来の条文の改正はな

い。） 

 

『注意』 

※本規約は、当時「和道会空手道連盟北海道本部」規約が昭和４２年5月１日付けで施行され 

　昭和５７年４月31日まで、歴史を辿ってきたが諸般の事情による和道会と和道流との分会 

　により、昭和５７年５月１日より「和道流空手道連盟北海道本部」と名称を改め、本規約を 

　作成し、施行したものである。 

 

 

 

 



 

　　　　　「和道流空手道連盟北海道本部規約」施行細則　　　《Ｐ-６》 

 

　（会員及び組織） 

第１条 　連盟道本部会員は、次により区分する。 

（１）支部、分会、高校、大学等の組織及びその組織に所属する会員（以下「組織及び組織会

員」という。） 

（２）組織に所属しない会員（以下「個人会員」という。） 

（３）規約第６条第２項第３項の会員（賛助会員、名誉会員） 

第２条 　連盟道本部に入会しょうとする者は、加盟組織（個人会員の場合は、本部事務局）を通 

して会員登録申請書に所定の金額を添えて、道本部に（原則として有段者以上の者につ

いては総本部）の登録をしなければならない。 

　　　２　会員登録をした者には、会員証を交付する。 

　　　３　段位を有しない者（級の所持者）には、本部長が発行する級の免状の交付をもって会員 

　　　　　証に変えるものとする。 

　　　４　級位を有しない会員の登録については、所属する組織発行の会員証又は、会費納付カー　　　　　 

　　　　　ド（袋）等をもって会員証に変えることができる。 

 

第３条 　規約第７条に定める支部（高校、大学含む。）の許可は総本部が行うが、申請等の手続き　 

は、連盟道本部を経由して行うものとする。 

　　　２　分会（原則として年間平均会員１０名に満たない組織）の扱いについては、１支部に付 

　　　　　属する場合、総本部登録を略することができる。この場合、連盟道本部加盟組織として 

　　　　　帰属し、総本部への機能は付属支部の範囲とする。 

　 

（理事及び常任理事） 

第４条 　規約第９条第10項に基づく理事は、加盟支部、高校、大学、分会の代表者が推薦し、そ　　　　　 

　　　　　れを本部長が認めた者をあてる。理事で、本部役員を兼ねている支部は、それに代わる 

　　　　　者を理事として充てることができる。　 

第５条 　常任理事は各支部長及び本部長が推薦した者をもって構成し、常に常任理事会に出席で 

きる者とし、本部長が理事会において承認を得る。 

　　 

（称号技術資格） 

第６条　　規約第26条に基づく技術資格を取得しようとする者は、連盟道本部主催の指導者養成 

　　　　　講習会の課程を修了したものでなければならない。 

　　　２　講習会の受審資格及び教科内容は、技術審議委員会において作成する。 

　　　　　受講料及び称号料は別に定める。 

 

　　（附　　則） 

　　　１　この細則は昭和５７年４月３日より施行し、昭和５６年１１月１５日から適用する。 

 

　　　２　この細則は、平成　８　年　４月　１日から施行する。（条文整備改正） 

 

　　　３　この細則は、平成２０年４月１３日から施行する。（第４条改正） 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《Ｐ-７》 

和道流空手道連盟北海道本部技術審議委員会運営規定 

 

規約　　第23条に基づく技術審議委員会の運営を円滑にするため、次のように運営規定を定める。 

第１条 　技術審議委員会（以下「審議委員会」という。）は、本部長任命の審議委員若干名をもっ　 

て構成し、審議委員長及び副委員長各１名を置く。 

　　　２　委員長及び副委員長は審議委員会の推薦により本部長が委嘱する。 

第２条　　審議委員会の議長は、委員長があたる。委員長に事故あるときは、副委員長が代行する。 

第３条　　審議委員会は、総本部規定に基づき北海道における和道流空手道の技術の向上と連盟道 

本部における一切の技術業務を総括する。 

第４条　　審議委員会に次の専門委員を置く。 

　　（１）審　査　部　会 

　　（２）指　導　部　会 

　　（３）審　判　部　会 

 

　　２　専門部会にそれぞれ部長及び副部長を置く。部長及び副部長は、各部会で選出し、本部長 

　　　　が委嘱する。 

　　３　各部の部長及び副部長並びに部員の任期は２年とする。但し、部長、副部長及び各部員が 

　　　　欠けた場合、次の者の任期は前任者の残任期間とする。 

　　４　審議委員会は、必要に応じ規約に基づく指導員等該当者の中から部会構成員（専門部員） 

　　　　を推薦し、部会業務にあたらせることができる。但し、審議委員会の採決には参加しない。 

　　５　前項の指導員の任期は、２年とする。 

第５条　　審議委員会が最高師範並びに本部長より委嘱を受けて行う業務は、おおむね次のとおり

とする。 

（１）和道流空手道の審判員、指導員等の技術資格基準の決定「審査会」の主催。 

（２）各資格の認定及び通告。 

（３）その他の技術に関すること。 

　　２　審査部会は、級及び段の審査会、段位認定（受審資格含む。）に必要な事務の企画立案、 

　　　　審査会の進行、審査決定事項を行う。 

　　３　指導部会、指導者講習会、指導員等の資格認定に必要な事務の企画立案、講習会の進行 

　　　　資格決定事項を行う。 

　　４　審判部会は、組手及び形審判員の講習会及び資格認定に必要な事務の企画立案、講習会 

　　　　の進行、資格決定事項を行う。 

第６条 　技術審議委員会における資格認定基準及び審査料等の重要事項は常任理事会の審議を 

　　　　　経て決定する。 

第７条 本規定に定めない事項は、本部長の同意を得て審議委員会で協議の上、決定する。 

　　（附　則） 

　　１．この規定は昭和５７年４月３日より施行し、昭和５６年11月15日から適用する。 

 

　　２．この規定は、　平成８年４月１日から施行する。（条文整備改正） 

 

 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


